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一般社団法人岡山県労働基準協会　　　
　会長  荒 木 雷 太

新年を迎えて

　皆さまにおかれましては、健やかに新春を迎えられ
たことと謹んでお慶び申し上げます。
　旧年中は、会員及び関係機関の皆さま方には、
当協会の事業運営に格別なご支援・ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。

　さて、現下の経済情勢は、一部には回復の兆しが
見受けられるものの、米国の通商政策をはじめとする
海外経済の不確実性、物価の高騰による国内消費の
停滞、人手不足などの要因により、依然として厳しい
状態が続いています。
　こうした中でも、労働基準分野においては、当協会
が取り組むべき多くの課題があります。
　長時間・過重労働対策として、各業界に時間外労
働の上限規制の適用の周知を図る必要があります。
　また、本年は、令和５年を初年度とする国の５か年
計画である第14次労働災害防止計画の４年目に当た
り、計画に基づき、転倒災害防止、健康確保対策の
充実、高年齢労働者の災害防止などに引き続き取り
組んでいく必要があります。
　近年課題となっているDXの活用やフリーランスの
方々の安全衛生対策も重要です。
　加えて、賃上げが国の政策目標となっていることか
ら、賃上げに係る国の支援制度についても関係各方
面にしっかりと周知を図っていく必要があります。

　これらの課題に対応するため、当協会は、労働基
準関係の各種情報提供、講習・教育事業、健康診断
事業、健康教育・保健指導事業、作業環境測定事
業、労働保険事務組合事業、相談指導事業等を積極

的に展開してまいります。
　その事業展開に当たっては、前年度までに設置し
た教習施設「北部教習所」や「玉野支部学科・実技
講習棟」を新たな拠点として積極活用するとともに、
全教習拠点に整備した「サテライト講習設備」を最
大限活かした講習を実施いたします。
　さらに、公益性の高い一部の講習や大会について
は、受講料・参加料の無料化を図ることにより、より
多くの方に法令や安全衛生の情報をお知らせするな
ど、公益目的事業の推進を加速させてまいります。

　ところで、地域の産業構造の変化、近年のDXの目
覚ましい発展、少子高齢化の急速な進展など、当協
会の事業をとりまく情勢が時代とともに大きく変化し
ていることに適切に対応し、今後とも、質の高いサー
ビスを提供し続けることにより社会貢献し、会として
さらに成長していくために、今年度開催された第49回
理事会において、「組織理念」及び「中長期計画」が
決議され、その旨第14回定時総会に報告されていま
す。
　今後は、この組織理念に基づく、時代を先取りした
事業運営に努め、地域企業の魅力ある職場づくりに
貢献するため、事業のさらなる効率化を図るととも
に、一層のサービス向上に努めてまいりますので、皆
さま方の一層のご支援を賜りますよう、どうぞよろし
くお願い申し上げます。

　結びに、皆さまのご多幸を祈念いたしまして、年頭
のご挨拶とさせていただきます。

新年明けまして
　　　おめでとうございます。
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岡山労働局長　　　　　
　  森 實 久 美 子

新年のご挨拶

　旧年中は、一般社団法人岡山県労働基準協会なら
びに会員事業場の皆様より、労働行政の推進に多大
なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げま
す。また、平素より、岡山労働局の各種労働施策に
ご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
　さて、岡山県内の雇用情勢をみると、10月の有効
求人倍率は1.31倍となりました。全国の1.18を上
回っており、「医療・福祉」「卸売・小売」「製
造」などの主要産業を中心に、あらゆる業種で人手
不足が続いている状況です。昨今の原材料費・物流
費・人件費等の高騰により経営が圧迫され、求人の
申し込みに慎重になっているとの声もありますが、
本年においても求人ニーズそのものは根強いとみて
おります。労働局・ハローワークにおきましては、
本年も求人事業所に対する魅力ある求人票作成の提
案や面接会の開催等、マッチング支援を実施してま
いります。
　また、本年７月からは障害者雇用率の引き上げが
予定されており、民間企業では2.5％から2.7％と0.2
ポイントの引き上げとなります。障害者雇用率の引
き上げに伴う企業の障害者雇い入れ支援並びに就職
された障害者の定着支援に努めてまいります。
　政府が昨年６月に閣議決定した「経済財政運営と
改革の基本方針2025」では、賃上げを起点とした成
長型経済の実現が打ち出され、新政権においても、
物価上昇を上回る賃上げが必要として、企業が賃上
げできる環境整備を推進していくこととされており
ます。
　最低賃金につきましては、岡山県では昨年12月１
日から、過去最大65円引上げの時間額1,047円とな

りました。最低賃金額の幅広い周知広報とともに、
賃上げと生産性の向上に取り組む中小企業を支援す
る業務改善助成金等の利用勧奨、また、円滑な価格
転嫁のための関係省庁との連携等、賃上げできる環
境整備のため取り組んでまいります。あわせて、最
低賃金額改定の実効性を確保するため、各労働基準
監督署による監督指導も実施してまいります。
　安全衛生に関しましては、死傷災害が高止まりに
あるほか、死亡災害においては令和７年11月末時点
で15名と、前年同時比で５名の増加となっており、
依然として予断を許さない状況が続いております。
その主な要因は墜落・転落災害やはさまれ・巻き込
まれ災害が多くを占めており、基本的な安全対策の
徹底が強く求められています。このほか、安全かつ
安心して働き続けられる職場環境の整備を推進する
ため、本年４月からは「高年齢労働者の労働災害防
止対策」および「治療と仕事の両立支援」に係る取
組が努力義務となります。これらの改正につきまし
ても、周知を図ってまいりますので、適切なご対応
をよろしくお願いいたします。
　岡山労働局では、本年も県民の皆さまの行政ニー
ズを的確に把握し、雇用・労働の面から岡山の発展
を力強く支えるべく、労働基準、職業安定、雇用環
境・均等、人材開発の各分野において、効果的な対
策を全力で推進していく所存です。貴協会ならびに
会員事業場の皆様におかれましては、引き続きのご
支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、貴協会並びに会員事業場の皆様方の今後
の益々のご発展とご健勝を心から祈念申し上げ、新
年のご挨拶といたします。

明けまして
　　おめでとうございます。
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目的・要旨

訪 問 日　令和７年11月17日 （月）
訪問企業　社会福祉法人敬友会 
　　　　　　　　ケアハウスあおさぎ　
    　（所在地:岡山県備前市日生町日生801）

訪 問 日　令和７年11月17日 （月）
訪問企業　社会福祉法人敬友会 
　　　　　　　　ケアハウスあおさぎ　
    　（所在地:岡山県備前市日生町日生801）

　厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過重労働解消に向けた気運醸成のため、
岡山労働局・各労働基準監督署において周知・啓発の取組などを実施しています。
　岡山労働局では、この月間に併せて実施している「過重労働解消キャンペーン」の取組の一つとして、働き
やすい職場づくりや長時間労働削減等に積極的に取り組んでいる「ベストプラクティス企業」を労働局長が訪
問して意見交換を行い、こうした企業を広く地域に紹介して、他の企業においても参考にしていただきたいと
の趣旨で実施しました。
　今年で10回目となるベストプラクティス企業訪問は、岡山労働局長（森實久美子）が働きやすい職場環境
づくりに積極的に取り組んでいる社会福祉法人敬友会ケアハウスあおさぎを訪問しました。

法 人 名
本社所在地
代 表 者

設 立

従 業 員 数

業 務 内 容

社会福祉法人敬友会
岡山市南区東畦768
理事長 橋本 俊明
副理事長 橋本 健二
常務理事 山田 賢司
平成6年3月
（平成10年10月 ケアハウスあおさぎ開設） 
587名（男性164名、女性423名） 
（うち、介護職275名（男性67名、女性208名）
　外国人労働者42名（男性2名、女性40名）） 
ケアハウスあおさぎ 29名（男性10名、女性19名） 
（うち、介護職16名（男性7名、女性9名）
　外国人労働者4名（いずれも女性）） 
社会福祉・介護事業
岡山県内で26ヶ所の高齢者福祉施設を運営

 主な取組内容 生産性向上の取組 ☞ ICT機器等の導入による間接業務（記録・申し送りなど）の削減
①　介護ソフト、入力端末等のICT機器やお掃除ロボットの導入により、ケア記録や申し送り等の間接業務の

時間を削減し、残業時間の削減にもつながった。 
　　　　　　記録業務 介護職員1人当たり平均 約30分 → 約13分
　　　　　　残業時間 介護職員の平均 3.3時間/月（R4） → 1.6時間/月（R6）　　　　　　
②　人手不足で外国人労働者の受け入れも進める中、ICT機器の活用等により、業務の標準化、可視化、効率

化が図られ、記録業務の削減等で外国人労働者も介護業務に専念することができ、人材確保や定着につな
がった。

③　上記取組などを推進することで、年次有給休暇の取得率が向上し、離職率も低下した。
　　　　　　年休　　14日（R4）→16.5日（R6）
　　　　　　離職率　16.7%（H29～R2平均）→6.25%（R3～R6平均）

令和7年度 労働局長による「ベストプラクティス企業」訪問
～社会福祉法人敬友会の取組～

令和7年度 労働局長による「ベストプラクティス企業」訪問
～社会福祉法人敬友会の取組～

岡山労働局厚生労働省

法人概要等
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　生産性向上に取り組むように
なった時期やきっかけは?

　令和５年２月頃からです。
　紙の記録では量が膨大とな
り、また、記録は事務室にしか
ないため職員間の入居者等の情
報共有も非効率で、職員の負担
も大きくなっていました。
  さらに、人手不足の中、外国人
労働者の受入れも必要となり、
現場の見直しだけでは限界を感
じていました。

Q

A

　ICT機器等の導入に当たっ
て課題などはありますか?

　コスト負担などがあります
が、使いやすい機器であるこ
とが重要でその選定には一定
の時間を要しました。
　ICT機器の導入には抵抗感
がある職員もいましたので、
段階的な導入と丁寧な説明
を続け不安の解消に努めまし 
た。操作の上達にも差があり
ますので、個別指導や定期的
な研修を重ね、外国人労働者
にはふりがなをふったマニュ
アルも作成し活用しました。

Q

A

　介護現場では腰痛になる方が多いと聞きますが?

　介護職員は入居者を抱えたり持ち
上げたりすることで腰痛になること
が多く、離職の大きな原因にもなっ
ています。そのため「持ち上げない
介護・ノーリフトケア」に取り組んで
います。介護リフト、スライディング
ボードやグローブなどの機器等を使
用して移乗介助を行っています。
　入居者にとっても安全で身体負担
や不安のないケアを提供することも
念頭に行っています。

Q
A

　今後の抱負や展望をお聞かせください。

　取り組んできた内容をより良いものとし、地域や県内
の介護事業者の方々にも広めていきたいと思います。

「令和7年度介護職員の働きやすい職場環境づくり厚生労働大臣
表彰優良賞」を受賞されました（同賞の受賞は中国地方では初）

Q
A

　生産性向上に取り組んだ効果はいかがですか?

　介護ソフトや入力端末等のICT機器やお掃除ロボットの導
入によって、ケア記録や申し送り等の間接業務の時間が削減
でき、 残業時間も削減できました。それに伴って、入居者へ
の食事援助等の時間を増やすことができ、入居者ケアの質向
上にもつながっています。
　また、ICT活用等により、職員間の情報共有が迅速に行え
業務の効率化が図れたほか、業務量が可視化され業務の平準
化にも役立っています。業務の流れもわかりやすく、日本人
労働者はもちろん外国人労働者にも理解しやすいものとなっ
ており、人材確保や定着にもつながっています。

Q

A

写真右より、大倉本部総務部長、安田介護事業部次長、
森實岡山労働局長、岸本監督課長 ～令和7年8月27日首相官邸にて（厚生労働省HPから）～

安田次長と福岡厚生労働大臣（当時）安田次長と福岡厚生労働大臣（当時）

社会福祉法人敬友会は岡山労
働局が運営の労災防止に取り組
む「岡山県+SAFE協議会（介
護・障害福祉）」の構成員です。
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橋本　愛喜氏

事業主の皆様・有期労働契約で働く皆さまへ

※無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約）
　がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。

【例：平成30年４月から、１年間の有期労働契約を更新し続けている場合】

R2.4
(2020.4) R3.4 R4.4 R5.4 R6.4 R8.4

R7.4
(2025.4)

※ 定年後の継続雇用の高齢者等に関する「有期特措法による無期転換ルールの特例」があります。
　 詳しくは岡山労働局ＨＰ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html）へ。

無期転換ルール、有期特措法の特例については、岡山労働局雇用環境・均等室にご相談ください。
TEL 086－225－2017

無期転換ルールとは ?

安心して働くための「無期転換ルール」とは？

対象となる労働者

過労死等防止対策推進シンポジウムを開催しました過労死等防止対策推進シンポジウムを開催しました
　岡山労働局では厚生労働省が行っている過労死等防止啓発月間（毎年11月）の取組のひとつとして、11月26日
岡山国際交流センターにて、過労死等防止対策推進シンポジウムを開催しました。

　冒頭、岡山労働局の岸本監督課長より、主催者挨拶がありました。
　
続いて、下記の講演が行われました。

（１）「物流業界に蔓延る労働問題～その本質と真の解決策を求めて～」
　　　　　橋本　愛喜氏（フリーライター）
　　物流業界の現状等について、ご自身の経験を交えながらご説
明いただきました。

（２）「働き方と健康、生産性との関係」
　　　　　黒田　祥子氏（早稲田大学教育・総合科学学術院　教授）
　　早稲田大学における研究結果等に基づき、働き方と健康、生
産性との関係についてご説明いただきました。

　また、家族を過労死で亡くされたご遺族の方にご登壇をいただき
ました。
　岡山労働局は、健康で充実して働き続けることができる社会の実
現に向け、これからも取り組んでまいります。黒田　祥子氏

なお、メッセージ動画と講演動画の一部が、過労死等防止対策シンポジウム特設ホームページ
にて公開されておりますので、是非ご覧ください。
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年末年始労働災害防止　　 大会年末年始労働災害防止　　 大会推進
決起
推進
決起

令和７年度　年末年始労働災害防止推進大会を開催
　12月１日から１月15日までの「年末年始無災害運動」の期間中、笠岡
支部では「年末年始労働災害防止推進大会」を毎年開催しています。
今年は12月３日に笠岡市民会館にて開催しました。
　本大会は、「働く人々が年末年始を無事故で過ごし明るい新年を迎
えることができるよう各事業場の取組促進を図っていただく事」を目
的に開催しておりますが、今年度の大会は、浅口・井原・笠岡・矢掛の
各事業場より41名の方にご参加いただきました。
　大会冒頭で、笠岡労働基準監督署の妹尾直紀署長よりご祝辞を賜り、全国および笠岡署管内の労働災害発生状況等をご説
明いただきました。続いて池田惠一産業安全専門官からは、管内でも最も多い事故類型である「転倒」に重点を置いたお話
があり、防止の為の留意すべきポイントや、はしご・脚立の適切な使用方法などを大変分かりやすくご指導いただきました。

　また笠岡警察署からは交通課の森藤慎一様にお越しいただきました。ドライブレコーダーが捉えた
事故の動画を盛り込んだDVDを視聴し、死角を常に意識した予測運転の大切さを改めて意識するこ
とができました。また、年末年始は飲酒する機会が増える時期ですが、飲酒運転、特に二日酔いの状
態で絶対運転しないこと等をご指導いただきました。
　特別講演は「温故知新　事例で学ぶ年末年始労働災害防止　～火災とその周辺の有害性リスク～」
という演題で、技術士事務所ＡＬＥＩＴＡ（アレイタ）代表で労働安全コンサルタントでもある福井
剛史様にご講演いただきました。12月と1月は1年でも特に火災が発生する時期である為、火災をテー

マにしたお話をしていただきましたが、直近で大分市の大規模火災や香港での高層マンション火災があったばかりでタイム
リーな講演となりました。トラッキング火災やリチウムイオンバッテリーによる火災のメカニズムや、逃げ遅れ、酸素欠乏症
の恐ろしさ等を学び、火災に対する認識が深まりました。
　本大会を通じ、参加者は年末年始を無事故無災害で乗り切る意識がより高まったことと思います。慌ただしい日々が暫く
続きますが、健康と安全最優先でこの年末年始を乗り切っていただきたいと思います。

笠 岡 支 部 （令和７年12月３日開催）（令和７年12月３日開催）

福井剛史 様

　12月17日、水島愛あいサロンにおいて倉敷支部並びに水島地区安全
衛生協力会連絡協議会（水安協）による年末年始労働災害防止決起大
会が、管内の安全衛生管理者等約160名の参加者を前に開催しました。
　まず、小倉水安協会長（ＪＦＥスチール倉敷安全衛生協力会会長）
の開会挨拶、来賓として倉敷労働基準監督署の岡本署長からの祝辞に
続き、倉敷労働基準監督署西田安全衛生課長による「年末年始の災害
防止」について行政からの指導があり、続いてＪＦＥプラントエンジ
株式会社倉敷事業所副事業所長の有村昭洋氏から「過去の災害を教訓
に安全意識・技能向上させる活動」についての事例紹介をしていただ
きました。休憩の後、川崎医療福祉大学名誉教授　田口労働安全衛生
コンサルタント事務所所長の田口豊郁氏から「人間工学から考える

ヒューマンエラー防止」と題して、人間工学の紹介やその視点からどのよ
うに組織や環境などからヒューマンエラーに取り組むのか、新しい安全管
理の取り組みの方法論など幅広く事例を交えながらご講演いただきまし
た。最後に水安協井上幹事（株式会社クラレ倉敷事業所安全衛生協力会）
からの大会宣言案を全員の拍手で採択され、水安協顧問・指導員・幹事全
員による安全コールのあと、水安協井上幹事（ＥＮＥＯＳ株式会社水島製
油所安全衛生協力会）の閉会挨拶で幕を閉じました。
　会場では、今年度水安協会員から寄せられた35の好事例・好管理事例の
パネル展示を設け充実した大会となりました。

令和７年度　年末年始労働災害防止決起大会を開催
倉 敷 支 部 （令和７年12月17日開催）（令和７年12月17日開催）
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職場のメンタルヘルス対策をお手伝いします！

岡山産業保健総合支援センター
〒700-0907　岡山市北区下石井2-1-3 岡山第一生命ビル12階
☎086-212-1222
URL：https://okayamas.johas.go.jp/

メンタルヘルス対策の普及促進のため、
メンタルへルス対策促進員※が職場を訪問し、お手伝いします。
以下のような幅広いメニューを用意していますので、ぜひご活用ください。

計画的、継続的にメンタル
へルス対策に取り組むため、
「心の健康づくり計画」の
策定をお勧めしています。

・メンタルヘルスの現状
・職場としてやるべきこと
・管理監督者の役割
・パワハラを防ぐには
　　　　　...等

ストレスチェックの実施方
法や注意点、その後の職場
環境改善等について、アド
バイスします。

メンタルヘルス対策について

・事業場内の体制を整えたい
・何から始めればいいのか
　わからない、等

お困りごとについても、
お気軽にご相談ください。

心の健康問題による休業
からの復職を円滑に進める
ために、きち
んと手順を
作っておきま
しょう。

※産業カウンセラーの資格を持つ専門家

岡山産業保健総合支援センターのwebサイトからお申し込みください

メンタルへルス教育の実施

心の健康づくり計画

管理監督者向け教育
・メンタルへルスに関する基礎知識
・ストレスとうまく付き合うには
・メンタル不調にならないために
　　　　　...等

若年者向け教育（セルフケア）

ストレスチェック 職場復帰支援
プログラム

その他

無料

まずは管理者の
意識改革から

新入社員
教育にも

労働安全衛生法に基づく各種健康診断を受診いただけます。
●定期　●雇入れ時　●海外派遣時　●特定業務従事者　●深夜業務従事者　など

(一社)岡山県労働基準協会  労働衛生センターでは
健康診断や作業環境測定・産業保健活動サービスを実施しています
(一社)岡山県労働基準協会  労働衛生センターでは
健康診断や作業環境測定・産業保健活動サービスを実施しています

一般健康診断

労働安全衛生法に基づく各種作業環境測定を実施いただけます。
●粉じん　●特定化学物質　●金属　●有機溶剤　●騒音　など

作業環境測定

健康支援活動を行っています。
●産業医　●保健指導　●健康教育　●ストレスチェック

産業保健活動

対象となる特定の業務に従事している労働者に対し実施する健康診断です。
●VDT　●騒音　●腰痛　●振動　など

行政指導による健康診断

一般健診とは別に、有害業務に従事する労働者は業務内容に応じた健康診断を受診する必要があります。
これらの健康診断を総称して、特殊健康診断といいます。
●じん肺　●有機溶剤　●鉛　●特定化学物質　など

特殊健康診断

◉ご不明な点がございましたら、
　労働衛生センター（TEL 086-281-4500  FAX 086-282-6548）までお気軽にお問合せ下さい。
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今年度から

無料

★各会場のテーマを
　ご参照ください。

●上記のほか関係機関による広報を実施する場合があります。
●会場により一部の時間割を変更する場合があります。
●上記のほか関係機関による広報を実施する場合があります。
●会場により一部の時間割を変更する場合があります。
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参加

無料

岡山県労働基準協会 検索
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地域とともに地域とともに
たまのから世界へたまのから世界へ

岡山事業所
〒704-8126 岡山市東区西大寺浜910
Tel.（086）943-2934　Fax.（086）943-4787

本社／〒7 0 9 - 0 6 2 5
　　　岡山市東区上道北方 6 8 8 - 1
　　　T E L （ 0 8 6 ） 2 7 9 - 5 1 1 1
　　　F A X（ 0 8 6 ） 2 7 9 - 3 1 0 7

〒

税理士

〒700-0983　岡山市北区東島田町1丁目2番5号
TEL：086－231－1227

武　田　育　男
たけ だ おやす

ヒルタ工業株式会社
晝　田　眞　三代表 取 締 役

会 長

小　田　崇　之代表 取 締 役
社 長
笠岡（本社）工場
〒714-0062　岡山県笠岡市茂平1410
TEL（0865）66-3700（代）　FAX（0865）66-2888
http://www.hiruta-kogyo.co.jp

代表取締役社長

笠岡工場
〒714－0006
岡山県笠岡市みの越13番
TEL（0865）62－6111（代）  FAX（0865）62－6600
http://www.sanyofoods.jp/

佐々木　正信

代表取締役社長 吉 岡 浩 文

本　社　　岡山市南区山田２１１７─３
　　　　　　　TEL 086─281─1011

事業所  総社工場  九州工場（福岡県鞍手郡）
URL:https://www.ichii-ind.com/

代表取締役社長 井　川　秀　樹

代表取締役社長 須江健治
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毎週火曜日と木曜日10時から16時
（12：00～13：00を除く）

TEL（086）225-4538

労働問題相談日のお知らせ

会員の皆様方の労働問題に関するあらゆるご相談に応じます。
お気軽にご相談下さい。

※上記以外の日程
　または来所の方は、
　事前にご連絡下さい。

 

健康診断は全衛連の労働衛生サービス機能評価の認定を取得

健康診断と
作業環境測定は、

労働衛生センターに
お任せください。

品質と精度管理には自信があります。
安心してご利用ください。

（一社）岡山県労働基準協会

☎086-281-4500  FAX 086-282-6548  
岡山市南区山田 2315-4（岡山県安全衛生会館内）

常務取締役工場長　有馬　慎弥

フェニテックセミコンダクター株式会社
代表取締役社長　石　井　弘　幸

〒715－8602  岡山県井原市木之子町6833番地
TEL（0866）62-4121　FAX（0866）63-2866

https://www.phenitec.co.jp/

 岡  山  工  場
〒705- 8615 岡山県備前市東片上88

詳細はこちら

労働基準法などの手続きに関する電子申請についてはこちらを参照ください。
厚生労働省HP「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」

届出可能な手続きは 36協定届など51種類

電子署名・電子証明書は不要です！
① e-Gavからアカウントを登録　　② フォーマットに必要事項を入力
の２ステップで、届出が可能です。

事業場ごとに労働者代表が異なる場合も、36協定の本社一括届出が可能です！
事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも、
電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能です。

36協定届は詳細情報が記載された労使協定書を添付することで届出が可能になりました！
e-Gav上の様式に36協定の協定事項のすべてを記入することができない場合は、
詳細な情報が記載された労使協定書等を添付することにより届出が可能となりました。
ただし、入力必須項目に必要最小限の内容を記入する必要があります。

控え文書への受付印がもらえます！
36協定届、就業規則（変更）届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届について
受付印を受け取ることができます。

1

2

3

4



（　）８.１. 15 13─ 岡山労働基準弘報─

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する
改正ポイントのご案内

事業主の皆さまへ（全企業が対象です） 公布日：令和７年６月11日

Ⅰ：ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

カスタマーハラスメント対策の義務化

●カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを
防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり
ます！  　　　　 　　　　　　　  （施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日）

●カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること。

●事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 ・相談体制の整備・周知
 ・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

※自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主が
講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じるよう努めるものとさ
れています。
※カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなければならず、
また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。

求職者等に対するセクハラ対策の義務化
●求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、セクシュアルハラス
メントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
●事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発（例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めて
おくこと等）

 ・相談体制の整備・周知
 ・発生後の迅速かつ適切な対応（例：相談への対応、被害者への謝罪等）

★これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等（カスタマーハラスメントのみ）
の責務も明確化します。

※カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、事業主・
労働者・顧客等の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。

　改正法では、国の責務として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて
国民の規範意識を醸成するために、国が啓発活動を行う旨が定められました。職場におけるハ
ラスメントについて、情報発信等の取組の充実を図ってまいります。

明るい職場応援団　HP

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します！

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

事例動画など役立つコンテンツを掲載

いわゆる
　「就活セクハラ」



Ⅱ：女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

情報公表の必須項目の拡大

●令和８年（2026年）３月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和
18年（2036年）３月31日までに延長されました。

●従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」
の情報公表が義務となります。 　 　　　　　　　   （施行日：令和８年４月１日）

●プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。 
（施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日）

●これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異に
ついて、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率
についても101人以上の企業に公表を義務付けます。（従業員数100人以下の企業
は努力義務の対象です。）

プラチナえるぼし認定の要件追加

お問い合わせは都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ

●プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対する
セクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します。

※現在、プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定を維持するために、事業主が講じている求職者等に対する
セクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表することが要件となりますが、今後の省令等の整備におい
て、一定の猶予を設ける予定です。

★このほか、女性の健康上の特性による健康課題（月経、更年期等に伴う就業上の課題）
に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事
業主による積極的な取組を促していくこととしています。

※従業員数301人以上の企業は、①「職業生活に関する機会の提供に関する実績」から１項目以上、②「職業生活と家
庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績」から１項目以上の、計２項目以上を公表することと、従業員数
101人以上の企業は、①及び②の全体から１項目以上を公表することとされています。

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

企業等規模

301人以上

101人～300人

改正前 改正後
男女間賃金差異に加えて、２項目
以上を公表 

１項目以上を公表 

男女間賃金差異及び女性管理職比率に
加えて、２項目以上を公表 
男女間賃金差異及び女性管理職比率に
加えて、１項目以上を公表 

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道
青　森
岩　手
宮　城
秋　田
山　形
福　島
茨　城

栃　木
群　馬
埼　玉
千　葉
東　京
神奈川
新　潟
富　山

石　川
福　井
山　梨
長　野
岐　阜
静　岡
愛　知
三　重

滋　賀
京　都
大　阪
兵　庫
奈　良
和歌山
鳥　取
島　根

岡　山
広　島
山　口
徳　島
香　川
愛　媛
高　知
福　岡

佐　賀
長　崎
熊　本
大　分
宮　崎
鹿児島
沖　縄

011-709-2715

017-734-4211

019-604-3010

022-299-8844

018-862-6684

023-624-8228

024-536-4609

029-277-8295

028-633-2795

027-896-4739

048-600-6269

043-221-2307

03-3512-1611

045-211-7380

025-288-3511

076-432-2740

076-265-4429

0776-22-3947

055-225-2851

026-227-0125

058-245-1550

054-252-5310

052-857-0312

059-226-2318

077-523-1190

075-241-3212

06-6941-8940

078-367-0820

0742-32-0210

073-488-1170

0857-29-1709

0852-31-1161

086-225-2017

082-221-9247

083-995-0390

088-652-2718

087-811-8924

089-935-5222

088-885-6041

092-411-4894

0952-32-7218

095-801-0050

096-352-3865

097-532-4025

0985-38-8821

099-223-8239

098-868-4380

受付時間　8時30分～17時15分（土日・祝日・年末年始を除く）
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岡山県労働衛生管理従事者交流会入会 兼 交流集会参加申込書《様式》

第31回 産業医・労働衛生管理従事者交流集会のご案内

令和８年３月５日（木）　14：00～16：30
岡山コンベンションセンター・ママカリフォーラム（岡山市北区駅元町１４－１）
無　料
下記申込書に必要事項をご記入のうえ、申込先までＦＡＸをお送りください。

　県下の労働衛生管理従事者が相互に交流を図り、労働衛生に関する研究調査等により知識・技能の研鑚を
行うと共に、本県の労働衛生の向上に寄与することを目的に平成３年12月９日に設立しました。近年の産業
構造の変化等、労働者を取り巻く労働環境の変化に対応し、労働者の安全と健康を確保するため、労働衛生管
理業務に従事する方で、当協会の会員事業場であれば、相互研鑚の場としてどなたでもご参加いただけます。

１．日　　時
２．会　　場
３．参 加 費
４．申込方法

無　　料
各種の労働衛生関係事業のご案内をさせていただきます。
一般社団法人岡山県労働基準協会　TEL（086）221-2160 / FAX （086）227-1047

● 年　会　費
● 特　　　典
● 申　込　先

14：00 開会あいさつ

時　　間 テ　ー　マ 講　師　等

公益社団法人岡山県医師会　　　　
会長　松　山　正　春 氏

14：05～14：35 講演「最近の労働衛生に関する動きについて」 岡山労働局 労働基準部　  　　　　
健康安全課長　貞　宗　恵　治 氏

　　　　 16：30 閉会あいさつ 一般社団法人岡山県労働基準協会  
　専務理事　岡　田　康　浩 

14：55～16：25 特別講演「産業保健における生成AIの活用法」
　　　　～今さら聞けないChatGPTはじめの一歩～

旭化成株式会社 健康経営推進室　 
水島健康経営支援センター  　　
センター長　中　村　武　博 氏

広報「岡山産業保健総合支援センターからのご案内」 岡山産業保健総合支援センター14：35～14：45

《申込先》ＦＡＸ（086）227－1047
※申込書に記入された氏名等の個人情報は当協会が責任をもって保管・管理し、本会の活動のためにのみ使用します。

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　名

事 業 場 名

所 在 地
〒　　　－

TEL（　　　）　　　－　　　 　　　　　FAX（　　　）　　　－

メール

衛生管理者 ・ 安全衛生/衛生推進者 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　）

連 絡 先

所 持 資 格 等

主催
共催

岡山県労働衛生管理従事者交流会・岡山県医師会
岡 山 産 業 保 健 総 合 支 援 セ ン タ ー
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〇
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第
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号

（

　
　
　）

回　覧 氏
名

労働安全衛生関係

免許試験日程

2026年２月から４月までの間に
当センターで実施する学科試験の
日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
https://www.chushi.exam.or.jp/

試　  験　  の　  種　  類

特 級 ボ イ ラ ー 技 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士
二 級 ボ イ ラ ー 技 士
特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士
普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士
揚 貨 装 置 運 転 士
発 破 技 士
ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者
林 業 架 線 作 業 主 任 者
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
高 圧 室 内 作 業 主 任 者
エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
潜 水 士

限 定 な し
ク レ ー ン 限 定
床 上 運 転 式 限 定
限定免許解除試験

クレーン・
デ リ ッ ク
運 転 士

４月

9

16
16
16

10

3・21
3・21

23

3

16
26
26

6・18
6・18

　　　

13

３月２月

13
6

5
5

12

1・11・18
1・11・18

4

★には、更に実技試験があります。
2026年

★
★

★

★
★

2025年11月分 
新型コロナウイルス感染症り患による
労働災害発生状況

休業4日以上
（速報値）

建設業
 1人（＋1）

製造業
0人（－15） 

第三次産業
365人（－370）

2025年（令和７年）労働災害発生状況

鉱業
5人
（－1）

建設業
2人（±0）

その他
23人（－6）

第三次産業
   859人（＋16）　

第三次産業
 　2人（－1）　

林業
　1人（－1）

死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

11月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

死　亡　災　害
11月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

林業
21人（－11）

製造業
5人（＋2）

製造業
465人（－38）

建設業
227人（＋19）

運輸交通業
295人（－1）

運輸交通業
 3人（＋1）

貨物取扱業
 1人（＋1）

その他の
業種
  1人
    （＋1）

その他
1人
   （＋1）

貨物取扱業 20人（－7）

交通事故
2人（±0） 墜落・転落

5人（＋3）

崩壊・倒壊
0人（－3）

転倒
0人（－2）激突され

      1人（±0）

高温・低温の
物との接触
1人（＋1）

有害物との接触
0人（－1）

はさまれ・
 　　　巻き込まれ     
　　     5人（＋4）     

事故の
型　別
15人
（＋3）

業種別
15人
（＋3）

木建31人（＋8）

全産業
1,915人
（－29）

合計
366人
（－384）


